高松市小中学校校区審議会委員応募要領

１　趣旨
　　高松市立小学校及び中学校の教育環境の充実に資するため、高松市小中学校校区審議会を設置しており、市政への市民参画を推進するため、高松市小中学校校区審議会委員を、次のとおり募集します。

２　募集人員
　　２人程度

３　募集期間
　　令和８年４月１６日（木）から同年４月２４日（金）

４　応募資格
　　市内に住所を有する人又は市内に通勤・通学している人で、２０歳以上の方。ただし、市議会議員及び市職員（会計年度任用職員を含む）を除く。

５　委員の任期等
　　委員の任期は、令和８年６月１日から令和１０年５月３１日までです。この間、開催される高松市小中学校校区審議会に出席いただき、市民の立場から意見を述べていただきます。

６　審議会の内容
　　高松市小中学校校区審議会条例の規定に基づき、学校の通学区域（学校区）の設定及び改廃等に関し、高松市教育委員会の諮問に応じて審議し、その結果を答申するとともに、必要に応じて調査し、教育委員会に建議します。会議は毎年１回程度開催され、１回の会議時間はおおむね１時間半の予定です。

７　委員の報酬
１回の会議ごとに、６，６００円（税込み）。ただし、交通費は支給されません。

８　応募用紙及び応募方法
応募用紙は、高松市役所１階案内所及び１０階教育委員会学校教育課に置いています（ホームページからもダウンロードできます。）。
応募用紙に「学校の通学区域（学校区）の設定」についての意見等を記入し、４月２４日（金）までに、郵送又は持参してください。（郵送の場合は、締切日必着です。）

９　選考方法及び結果通知
選考は、応募用紙に記入された内容により行います。
選考結果については、後日、応募者全員に文書で通知します。

10　応募先及びお問い合わせ先
〒７６０－８５７１
高松市番町一丁目８番１５号
高松市教育委員会学校教育課学務係
電話（０８７）８３９－２６１６
※　受付時間は８：３０から１７：００まで、ただし、土、日及び祝祭日は除きます。
